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事務総局会議配布資料

(平成26． 11． 11日総一印）
平成27会計年度における協議会等開催計画

(中央協議会等）

鼠騨議蕊蕊 識灘蕊鶴繊認醗
篝 雛擬＃F1

罐

当面の司法行政上の賭問題 晦紬長官，地・家裁所長 総務局提官，所長会同 6月101gl ,

1 1日

84人2日I

司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局長官事務打合せ 12月2日，
3日

8人2日2

司法行政上の賭問題 高裁長官 総務局3月10日 8人長官郡務打合せ 1日3

総務耶務全般の連絡協雛 簡裁の総務牒長及び文襟企画官 総務局 16人禰識溌務牒長等事務打合せ 11月 1日4

高裁の民事首席譜記官及び刑事首席撚記官 総務局蕃記官事務全般の連絡協議 16人高裁首席審記官事務打合せ 1 1月 1日
戸

｡

人事行政等事務全般の連絡協誰 商裁本務局次長 人事局 8人人事I周孫辱訴務打合せ（高裁事務局欲
長）

人難辨務打合せ（商裁人事課長）

5月 2日6

高裁人事課長及び同諜企画官又は同腺課長補佐
のうちいずれか1人

人燕局人郡行政事務全般の遮絡協議 16人10－月 2日7
■ ■

人事行政事務全般の連絡協議 商裁人率課長及び同恕企画官又は同課課長補佐
のうちいずれか1人

人事局 16人人噸蔀務打合せ（商裁人事諜長） 2月 2日8

経理行政等事務全般の遮絡協雛 商裁事務局欲長 経理局 8人経理関係零零務打合せ（商裁事務局吹
長）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局孜
長）

9月 2日9

経理行政等事務全般の連絡協鍛 高裁事務局次長 経理局 8人2月 2日10

経理行政事務全般の連絡協雛 商裁会計那長及び同媒企画官又は同課鍛長補佐
のうちいずれか1人

経理局 16人経理鞭務打合せ（商裁会計雛長）

経理率務打合せ（商裁会計課長）

10月 2日11

経理行政事務全般の連絡協雛 商裁会計牒長及び同瀧企面官又は同牒溌長補佐
のうちいずれか1人

経理局 16人2月 2日12

澗停制度の在り方に関し考臘すべき轆項
殿商裁長官表彰

民事調停委員，家事調停委員澗停委員協醗会及び鯛停委員表彰式 民事局
家庭局

10月 58人1日 １
２

13

右陪席からみた部の機能の活性化及び争点盤理
の在り方

東京，械浜， さいたま，千蕊，大阪，京都，神
戸，名古屋，広勘，福岡，仙台，札幌，商松及
び中小規模庁3庁の地裁裁判官各1 （東京，大
阪は各2） （右陪席）

民獅局 18人戻可珂願件担当裁判官郡務打合せ 6月又は7月 1日l4
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鵜鱸蕊 溺繊織爵 諏聯感溺

而裁の民事裁判における地裁との遮挑の在り方
と役割分担について

獅裁所在地にある各師裁並びに横浜， さいた
ま，千菜，京都及び神戸各愉裁の裁判官1人並
びに上記簡裁を管轄する地裁の裁判官1人及び
同地裁(東京，大阪，名古屋，福岡及び札幌を除
く）の民率首席審記官又は民事次席群記官のい
ずれか1人，東京簡裁民率首席瞥記官並びに大
阪，名古屋，福岡及び札幌の各筋裁首席諜記官
1人

師易裁判所民事辨件担当裁判官等聯務
打合せ

11月ころ 民事局1日 39人15

刑事局刑の一部執行猶予制度の導入等に関し考臓すべ
き事項

刑事事件を担当する裁判官 21人W咽『事件担当裁判官協雛会 9月～10月 1日16

高裁の所在地にある家裁の首席家庭裁判所調査
官が行う調整事務に関し考噛すべき事項

高裁所在地にあ為家裁の首席家庭裁判所鯛査官 家庭局 8人菅席家庭裁判所調恋官事務打合せ 5月 1日17
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平成27会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）

騨灘磯醗蝋識鰯 簿霧琴
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1 商裁の総務牒長，同課牒長補佐及
び広報係長
2地裁及び家裁の総務鵬長（小規棋
庁等で地家裁のいずれか一方の鋒務蝶
長を総務（広報）担当課長とする庁に
ついては，商裁の判断により，同課長
のみを協継員とすることも可）

各商裁所在地から開催地
を逓定予定（合同開怖）

広報課 124人1適時，適切な報道対応を行う上での留

稚郡項について（裁判員制度広報を含
む。 ）
2報道機関や一般国民に対し，迅速かつ
適切な憎報提供を図り，充実した広報活動
を展開する上で考雌すべき事項（裁判員制
度広報を含む． ）
3家庭裁判所における報道対応及び一般
広報について

1.2月～翌年1月広報担当者協継会 0． ，5日

各商裁所在地から開悩地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局商地家裁の首席榔記官及び地家裁の部
総括裁判官（具体的な対象範囲は未
定）

未定聯記官聯務について，首席瀞記官として考
噸すべき事項等

1月～2月青席審記官等協雛会 1日2

潟裁の本務局次長及び人事牒長，地家
裁の事務局長

各澗裁 人事局 1 16人入事事務の処理に関し考臘すべき辨項人事関係事務協継会 6．月～7月 1日3

商裁の郵務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局次長

各禰裁 人事局 約130
人

人事符理上の諸問題9月～10月 1日人事管理協雛会4

高裁の辨務局次長及び会計課長，地家
裁の蕊務局長

各商裁 経理局 111人経理事務の処理に関し考磁すべき事項0． 5日経理関係事務協議会 6月～7月
F

⑨

各禰裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 77人商裁の辮務局次長，会計課長及び同牒
企画官，地家裁の会計課長

予算の適正萩行及び効率的執行に閲し，考
磁すべき事項

1月～2月 1日会計鵬長協誰会6

民率局 各地識で
決定

肺裁の裁判官及び需記官，民事調停委
員，司法委員

各地裁而蕊面澗俸制度及び司法委員制度の運用に
関し実務上考嚇すべき辮項

7 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
而易裁判所民事実務研
究会

各地裁で
決定

各地織 民難局新任民諜澗停委員民事澗篠｡f件の処理に必要な基磁的知賊の
習得

各地裁で決定
(原則として4月
～7月）

新任民鞭調伸委員研修
会

2日8

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定
民事調停訴砕あ廼理につき事例研究の方法
による実践的な知朧及び技術の習将’

各地裁で決定（6
月～翌年3月）

1日新任民鄭調停委員ケー
ス研究会

9

各地雛 民聯局 各地裁で

決定
2年ないし3年程度の実務経験のある
民事澗停委員

民訴調停事件の処理につき必要な応用的知
臓及び技術の習得

各地識で決定
（6月～翌年3
月）

．
一日
日
１
２

民訴禰停委員研究会10

各地裁 民獅局 符地裁で
決定

民斯柵停委員民事澗停調耶而孤理につき螂例研究の方法
による実践的な知臓及び技術の習得

各地裁で決定
（6月～翌年3
月）

1日～

2日
民事澗惇委員ケース研
究会

11

3
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瀞地裁及び家裁管内の洲停協会におい
て指導的地位にある調停委員

各澗裁 民辨局
家庭局

各碕裁で
決定

訓停運営協継会及び澗
停委員表彰式

各葡裁で決定
（9月～11月）

1民事・家事澗停の運営に関し考蹴すべ
き率項
2商裁長官表彰

1日

IIW催する地裁で決定 民事局 開侭する
地裁で決
定

東京及び大阪名.地裁の鑑定委員階地非職氷仲の処理に閲し考蹴すべき事項鑑定委員協雛会 開催する地裁で決
定
（6月～12月）

1日13

各地裁で
決定

各地裁 民事局司法委員としての職務につき必要な基礎的
知雛の習得

新任司法婆員新任司法委員研修会 各地裁で決定
（1月～3月）

0． 5日14

各地裁で
決定

民辨局各地裁司法委貰~ど~しての職務につき必要な実践的
知繊及び技能の習得

司法委員各地裁で決定
（6月～翌年8
月）

司法委員研究会 1日～

2日

15

民事局 58人各高裁（合同開怖で3冊
催，開催地未定）

各高裁の民事率件を担当する裁判官各
1人及び各地靴の民蕊事件を担当する
裁判官各1人（部総括）

民事訴舩の審理運営（部の機能の活性化・
争点盤理）蝉に関し考慮すべき事項

民事事件担当裁判官協
雛会

12月～翌年1月 1日16

民事局 各地裁で

決定
破産事件の破産管爵入，民事再生事件
の監綴委員及び個人再生委員，会社更
生訴件の笹財人等

各地裁倒産事件の管爵藥務等の処理に関し考磁す
べき事項

各地裁で決定

（9月～翌年3
月）

管財人等協職会 1日17

各高裁（合同開催）
4庁で実施予定

民事局 1 10人

（見込
み）

①各高裁民率首席書記官1人
②各地裁の執行及び倒産担当の批判官
1人（執行，倒産を担当している部が
異なる場合には2人とすることも可）
③各地裁の民事首席書記官又は民事吹
席書記官1人

1民邸執行事件の更なる運用改善のために
取り組むべき辮項
2倒産事件の適正処理に閲し考蝿すべき事
項

民事執行率件及び倒産
事件担当者等協織会

10月～11月 0． 5日18

刑事局 68人（合同開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

高・地裁の裁判官蕊剰員刑腫の通用に関し考職すべき率項刑事誰件担当裁判官協
議会

1月 1日19

各地裁で
決定

刑難局学縦経験者並びにIII裁の裁判官及び獅
記官

各地裁刑事那件の鑑定を巡る蹄問題各地裁で決定

（6月～盟年3
月）

刑事鑑定研究会 0． 5日20

各地裁で
決定

刑事局濡源孫僻'4碇医及び締神保健参与員候
補者並びに地裁の裁判官

各地裁雇療観察事件の処理上問題となる事項及び
実体的な判断の在り方に閲して考職すべき
事項

各地裁で決定

（10月～翌年3
月）

祗神喪失者等医療観察
法関係研究協識会

0． 5日21

各高裁で
決定

刑耶局
家庭局

各高裁意見交換等のテーマに応じた外部有撒
者等並びに獅裁，同商裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被客者対応をする可
能性のあるI賊員（商裁管内の各地家裁
から蛾低限峨判官，搬記官各1人に参
加してもらう予定）

犯罪液霄著等基本法19条の趣旨を踏ま
え，犯罪被害者等の腿かれた立場，状況韓
に関する理解を深めるための意見交換等

各高裁で決定

（6月～翌年3
月）

犯罪被害者等の世かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

0． 5日22
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通訳人候補者となることを希望し，か
つ，対象言語の通訳人としての適性を
倣えていると認められる者又は通釈人
候補者並びに地裁の裁判官及び撫記官

法廷通訳経験のない又は少ない初級レベル
の通訳人候補者等を対象とした法廷通訳に
必要な知蹴・技能の習得

各地裁 刑率局 各地裁で

決定
各地蛾で決定

（4月～翌年3
月）

法廷通訳基礎研修 1日

通訳人候補者並びに商裁及び開催地の
地哉の銭判官及び排記官

各高裁所在地にある地裁
（東京，大阪各澗裁にお
いては，それぞれの商裁
が定める符内の地裁）

中級レベルの通訳人候補者を対象とした法
廷通訳に必要な知派・技能の習得

刑郡局 各高裁で
決定

各商裁で決定
（6月～翌年3
月）

法廷通駅セミナー 2日24

上級ﾚﾌﾐﾌ諺の通訳人候補者を対象とした法
廷通訳に必要な知縦・技能の習得

通訳人候補者並びに東京，大阪各商裁
及び東京，大阪各地裁の裁判官及び誹
記官

東京，大阪各地裁 刑事局 各高裁で
決定

大阪各高裁

～翌年3

東京，大II

で決定
（9月～
月）

法廷通訳フオローアツ
プセミナー

2日25

地裁の裁判官（支部を含む） ，検察
官，弁瀧士，保謹観察所及び嬬正施設
の職員

各地裁 刑蕊局 各地裁で
決定

刑の一部執行猶予制度の導入等に関し考職
すべき事項

各地裁で決定（1
月～2月）

刑の一部執行猶予制度
等に閲する関係機関と
の連絡協議会

1日26

各地裁 行政局 各地裁で
決定

秀側審判事件の処理に必要な基礎的知雛の
習得

新任労働審判員各地裁で決定
（4月～6月）

労働審判員研修会 1日27

各地裁 行政局 各地裁で
決定

労働審判員努働審判事件の処理に必要な専門的知硫の
習得

各地裁で決定

（原則として9月
～12月）

労働審判員研究会 1日28

知財商裁の裁判官並びに大阪商裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産椛側係珈
件を担当する数判官
（注）主催は知財高裁

東京簡裁
（知財商裁）

行政局 22人知的財産稀訴舩について考職すべき実務上
の晴間題

10月～11月知的財産権訴訟研究会 0． 5日29

1知財商裁の裁判官並びに東京及び
大阪各地裁の知的財産術関係率件を担
当する裁判官
2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係鄭件に関与し
たことがあ論者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
（注）主催は知財商裁

東京簡裁
（知財商裁）

行政局 知財高裁
で決定

知的財産権関係鄭件における専門委員の関
与の在り方 ．

蕊i爾爾産権関係事件担
当専門委員実務研究会

11月～12月 0. 5日30

▲

各家裁で
決定

新任家獅澗停委員又はこれに準ずる家
事澗停委員

各家栽の本庁又は支部 家庭局家祁砺癬訴WF而廼画罪つき必要な基礎的知
縦の習得

各家裁で決定
（原則として4月
～7月）

新任家副諏停委員研修
会

1131~

2日

31

家癖澗伸委員 綴家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

家郡澗停郵件の処理につき必要な専門的知
蹴の習得

各家縦で決定
（6月～翌年3
月）

家事調停委員研究会
へ同
日

１
｛
ワ
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32
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家訴剛停辨件の処理につき辨例研究の方法
によあ必要な知餓の習得

家辨澗停委員 各家栽の本庁又は支部 家庭局 各家蛾で
決定

各家裁で決定
（6月～翌年3
月）

家率訓停委員ケース研
究会

1日～

2日

家訓刺f件の処理に閲し考職すべき郡項 家裁の裁判官及び猫記官，家栽鯛張
官，家亦澗停委員，参与員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家縦で
決定

家庭裁判所家事実務研
究会

各家餓で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日
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家裁の裁判官及び誹記官，家裁鯛恋
官，福祉・医療関係その他の協雛事項
に関連する椴関・団体の聯員の中か
ら，各家裁の実傭等を考職して迩定

家郡率仲の処理に関して連絡澗雛を要する
事項

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

開催自体も各家裁
で決定
（5月～翌年3
月）

家率関係機関との連絡
協継会

1日～

2日
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家裁の裁判官及び播記官，家裁澗査
官，保溌関係，教育関係及び幣察関係
機関の椛員の中から，協雛鄭項，各庁
の実傭鋳を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局少年率{!|言而取扱い上連絡澗盤を必要とする
郡項

各家裁で
決定

i淵催自体も各家裁
で決定
（5月～翌年3
月）

野卑係艘関係機関等と
の連絡協職会

1日～

3日
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新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

家事審判班件及び人事訴訟事件の処理につ
き必要な基礎的知識の習得

各家裁で決定
（1月～3月）

新任参与員研修会 1日～

2日
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各家裁の本庁又は支部 各家裁で
決定

参与員 家庭局蒙誰審判訴件及び人事訴訟事件の処理につ
き必要な専門的知織の習得

各家裁で決定
（6月～翌年3
月）

1日～

2日
参与員研究会38

首席家庭裁判所鯛査官 （合同開催）※予定
東京（東京，仙台）
阪（大阪，札幌） ，
屋（名古屋，商松）
岡（福岡，広励）

家庭局1 家庭裁判所鯛査官の調交事務等に関し
考愈すべき事項
2首席家庭裁判所調査官の執務に関し考
聡すべき辨項

50人39 首席家庭裁判所調査官
協議会

1月～2月 1日

，大
名古
，福

商裁管内の家裁において家事事件を担
当する裁判官，礁記官及び家裁澗査官

各高裁
（一部合同i〃l伽で6庁開
催，開催地未定）

家辨辨件手続法の蓮用]二の賭問題 家庭局 各商裁で
決定

各商裁で決定
（1月～2月）

1日家可r率件担当裁判官等
協誰会
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